
「Vitality健康プログラム規約」新旧対照表 

変更後 変更前 

第 1章 総則 

第 2条 （定義） 

本規約等においては、以下の用語を使用します。 

 

＜中略＞ 

 

(7) 「保険料判定日」とは、対象保険契約またはブルー継続保険契約の各保険

年度の開始日の６か月前の応当日をいいます。 

 

＜中略＞ 

 

(12) 「復活可能期間」とは、本契約、対象保険契約またはブルー継続保険契約

が失効した場合に当該契約の復活の請求を行うことができる期間（失効日の

翌日から起算して３か月間）をいいます。 

 

＜後略＞ 

 

第 1章 総則 

第 2条 （定義） 

本規約等においては、以下の用語を使用します。 

 

＜中略＞ 

 

(7) 「保険料判定日」とは、対象保険契約またはブルー継続保険契約の各保険

年度の開始日の６ヶ月前の応当日をいいます。 

 

＜中略＞ 

 

(12) 「復活可能期間」とは、本契約、対象保険契約またはブルー継続保険契約

が失効した場合に当該契約の復活の請求を行うことができる期間（失効日の

翌日から起算して３ヶ月間）をいいます。 

 

＜後略＞ 

 

第 3章 ポイントおよびステータス 

第 16条 （Vitalityステータス等） 

＜中略＞ 

 

6. 第３項および第４項の規定にかかわらず、保険料判定日までに行った活動に

ついて、当該保険料判定日の翌日から起算して２か月を経過した後に以下の

各号のいずれかに該当したときは、これらによる蓄積ポイント数の加算分

は、当該保険料判定日の属する保険年度の翌保険年度の保険料の決定に適用

するステータスの判定には用いられません。 

第 3章 ポイントおよびステータス 

第 16条 （Vitalityステータス等） 

＜中略＞ 

 

6. 第３項および第４項の規定にかかわらず、保険料判定日までに行った活動に

ついて、当該保険料判定日の翌日から起算して２ヶ月を経過した後に以下の

各号のいずれかに該当したときは、これらによる蓄積ポイント数の加算分

は、当該保険料判定日の属する保険年度の翌保険年度の保険料の決定に適用

するステータスの判定には用いられません。 



変更後 変更前 

(1) 会員がポイント加算の申込みをしたとき。 

(2) ポイントが会員ポータルに自動的に反映される場合において、ポイント

が反映されたとき。 

(3) 蓄積ポイント数が訂正されたとき。 

 

＜後略＞ 

 

(1) 会員がポイント加算の申込みをしたとき。 

(2) ポイントが会員ポータルに自動的に反映される場合において、ポイント

が反映されたとき。 

(3) 蓄積ポイント数が訂正されたとき。 

 

＜後略＞ 

 

第 4章 本契約の消滅等 

第 17条 （本契約の失効と復活） 

1. 以下の各号のいずれかに該当した場合には、それぞれ当該各号に定める日を

本契約の失効日とします。 

該当事由 失効日 

(1) 会員が２か月連続して利用料を

支払わなかった場合 

その２か月が経過する日の翌日 

(2) 会員が利用料の支払いをせず、

未払い利用料が２か月分となった

場合 

最終の未払いの月が経過する日の翌

日 

(3) 対象保険契約が保険約款の定め

にしたがい失効した場合 

対象保険契約の失効日 

 

＜後略＞ 

 

第 4章 本契約の消滅等 

第 17条 （本契約の失効と復活） 

1. 以下の各号のいずれかに該当した場合には、それぞれ当該各号に定める日を

本契約の失効日とします。 

該当事由 失効日 

(1) 会員が２ヶ月連続して利用料を

支払わなかった場合 

その２ヶ月が経過する日の翌日 

(2) 会員が利用料の支払いをせず、

未払い利用料が２ヶ月分となった

場合 

最終の未払いの月が経過する日の翌

日 

(3) 対象保険契約が保険約款の定め

にしたがい失効した場合 

対象保険契約の失効日 

 

＜後略＞ 

 

第 22条 （本契約の消滅の効果） 

＜中略＞ 

 

6. 会員は、以下の各号に定める期間（当該期間を経過するまでに以下の各号の

いずれかに新たに該当することになった場合には、それらの終期のうち最も

第 22条 （本契約の消滅の効果） 

＜中略＞ 

 

6. 会員は、以下の各号に定める期間（当該期間を経過するまでに以下の各号の

いずれかに新たに該当することになった場合には、それらの終期のうち最も



変更後 変更前 

遅いもの）を経過するまでは、健康増進乗率適用特約または本契約を再度申

し込むことができません。なお、本契約を再度申し込む場合は、健康増進乗

率適用特約と同時に申込みをする必要があります。 

(1) 本契約の消滅日から起算して６か月 

 

＜中略＞ 

 

(4) ブルー継続保険契約の消滅日（健康増進乗率適用特約または最終増減対

象特約が消滅し、ブルー継続保険契約に該当しなくなった日を含み、ブ

ルー継続保険契約が対象保険契約に転換されたことにより消滅した日を

除きます。また、消滅したブルー継続保険契約が複数ある場合は、それ

らの消滅日のうち最も遅い日とします。以下同じ。）から起算して６か月 

 

＜後略＞ 

 

遅いもの）を経過するまでは、健康増進乗率適用特約または本契約を再度申

し込むことができません。なお、本契約を再度申し込む場合は、健康増進乗

率適用特約と同時に申込みをする必要があります。 

(1) 本契約の消滅日から起算して６ヶ月 

 

＜中略＞ 

 

(4) ブルー継続保険契約の消滅日（健康増進乗率適用特約または最終増減対

象特約が消滅し、ブルー継続保険契約に該当しなくなった日を含み、ブ

ルー継続保険契約が対象保険契約に転換されたことにより消滅した日を

除きます。また、消滅したブルー継続保険契約が複数ある場合は、それ

らの消滅日のうち最も遅い日とします。以下同じ。）から起算して６ヶ月 

 

＜後略＞ 

 

第 5章 Vitality利用料 

第 25条 （利用料の支払方法） 

1. 会員は、以下のいずれかの方法で利用料を支払う必要があります。 

(1) 当社が指定するクレジットカード発行会社（以下、本条において「指定

カード会社」といいます。）が発行するクレジットカードであって、会員

が指定したもの（以下、本条において「指定カード」といいます。）によ

り払い込む方法 

 

 

(2) 当社が口座振替の取扱いを提携している金融機関等（以下、本条におい

て「提携金融機関」といいます。）に設置してある口座であって、会員が

指定したもの（以下、本条において「指定口座」といいます。）から当社

第 5章 Vitality利用料 

第 25条 （利用料の支払方法） 

1. 会員は、当社が指定するクレジットカード発行会社（以下、本条において

「指定カード会社」といいます。）が発行するクレジットカードであって、会

員が指定したもの（以下、本条において「指定カード」といいます。）により

払い込む方法で利用料を支払う必要があります。指定カードは、指定カード

の名義人と指定カード会社との間で締結された会員規約等に基づいて、指定

カード会社から貸与され、または、使用を認められているクレジットカード

である必要があります。 

 

 

 



変更後 変更前 

が指定する口座（以下、本条において「当社口座」といいます。）への口

座振替により払い込む方法 

2. 前項第１号に定める方法で利用料を支払う場合は、以下の各号の定めるとこ

ろによります。 

(1) 指定カードは、指定カードの名義人と指定カード会社との間で締結され

た会員規約等に基づいて、指定カード会社から貸与され、または、使用

を認められているクレジットカードである必要があります。 

(2) 利用料は、指定カード会社が定める規約等において定められた振替日に

会員が指定した口座から引き落とされるものとし、当社が指定カード会

社に指定カードの有効性等の確認を行った上で利用料相当額の支払いを

請求する日において、利用料の払込みがあったものとします。 

(3) 会員は、指定カードを同一の指定カード会社が発行する他のクレジット

カードまたは他の指定カード会社が発行するクレジットカードに変更す

ることができます。この場合には、事前にその旨を当社に通知する必要

があります。 

(4) 会員は、指定カードによる利用料の支払いが不可能となった場合には、

直ちに利用料の払込みに用いるクレジットカードの変更その他の利用料

の支払いを可能とするために必要な手続きを行ってください。指定カー

ドの利用停止等による利用料の支払遅滞については、会員が責任を負う

ものとします。 

3. 第１項第２号に定める方法で利用料を支払う場合は、以下の各号の定める

ところによります。 

(1) 指定口座の名義人は、提携金融機関に対し、指定口座から当社口座に対

する利用料の口座振替を委任する必要があります。 

(2) 利用料は、当社が定める毎月の振替日（この日が提携金融機関の休業日

に該当する場合は、翌営業日とします。以下同じ。）に指定口座から当社

口座へ振り替えられるものとし、振替日において、利用料の払込みがあ

 

 

 

 

 

 

 

2. 利用料は、指定カード会社が定める規約等において定められた振替日に会員

が指定した口座から引き落とされるものとし、当社が指定カード会社に指定

カードの有効性等の確認を行った上で利用料相当額の支払いを請求する日に

おいて、利用料の払込みがあったものとします。 

3. 会員は、指定カードを同一の指定カード会社が発行する他のクレジットカー

ドまたは他の指定カード会社が発行するクレジットカードに変更することが

できます。この場合には、事前にその旨を当社に通知する必要があります。 

 

4. 会員は、指定カードによる利用料の支払いが不可能となった場合には、直ち

に利用料の払込みに用いるクレジットカードの変更その他の利用料の支払い

を可能とするために必要な手続きを行ってください。指定カードの利用停止

等による利用料の支払遅滞については、会員が責任を負うものとします。 



変更後 変更前 

ったものとします。 

(3) 会員は、指定口座を同一の提携金融機関の他の口座または他の提携金融

機関の口座に変更することができます。この場合には、事前にその旨を

当社および当該提携金融機関に通知する必要があります。 

(4) 会員は、指定口座から当社口座への口座振替による利用料の支払いが不

可能となった場合には、直ちに利用料の払込みに用いる指定口座の変更

その他の利用料の支払いを可能とするために必要な手続きを行ってくだ

さい。指定口座の利用停止等による利用料の支払遅滞については、会員

が責任を負うものとします。 

4. 会員は、当社の承諾を得て、利用料の支払方法を変更することができます。 

第 6章 その他 

第 34条 （対象保険契約が複数ある場合の特則） 

対象保険契約（消滅した対象保険契約および失効後に復活することなく復活可

能期間が経過した対象保険契約を含みます。）が複数ある場合における以下の各

号の規定の適用については、それぞれ当該各号に定めるところによります。 

 

＜中略＞ 

 

(2) 第 17条 （本契約の失効と復活） 

1. 以下の各号のいずれかに該当した場合には、それぞれ当該各号に定める日

を本契約の失効日とします。 

該当事由 失効日 

(1) 会員が２か月連続して利用料を

支払わなかった場合 

その２か月が経過する日の翌日 

(2) 会員が利用料の支払いをせず、

未払い利用料が２か月分となった

場合 

最終の未払いの月が経過する日の翌

日 

第 6章 その他 

第 34条 （対象保険契約が複数ある場合の特則） 

対象保険契約（消滅した対象保険契約および失効後に復活することなく復活可

能期間が経過した対象保険契約を含みます。）が複数ある場合における以下の各

号の規定の適用については、それぞれ当該各号に定めるところによります。 

 

＜中略＞ 

 

(2) 第 17条 （本契約の失効と復活） 

1. 以下の各号のいずれかに該当した場合には、それぞれ当該各号に定める日

を本契約の失効日とします。 

該当事由 失効日 

(1) 会員が２ヶ月連続して利用料を

支払わなかった場合 

その２ヶ月が経過する日の翌日 

(2) 会員が利用料の支払いをせず、

未払い利用料が２ヶ月分となった

場合 

最終の未払いの月が経過する日の翌

日 



変更後 変更前 

(3) 対象保険契約が保険約款の定め

にしたがい失効したことにより有

効な対象保険契約が存在しなくな

った場合 

当該失効をした対象保険契約の失効

日 

(4) 対象保険契約が消滅（健康増進

乗率適用特約または最終増減対象

特約が消滅し、対象保険契約に該

当しなくなった場合を含みます。

以下同じ。）したことにより、失

効中の対象保険契約はあるが、有

効な対象保険契約が存在しなくな

った場合 

消滅した対象保険契約の消滅日また

は対象保険契約に該当しなくなった

日の属する月の翌月１日 

 

＜後略＞ 

 

(3) 対象保険契約が保険約款の定め

にしたがい失効したことにより有

効な対象保険契約が存在しなくな

った場合 

当該失効をした対象保険契約の失効

日 

(4) 対象保険契約が消滅（健康増進

乗率適用特約または最終増減対象

特約が消滅し、対象保険契約に該

当しなくなった場合を含みます。

以下同じ。）したことにより、失

効中の対象保険契約はあるが、有

効な対象保険契約が存在しなくな

った場合 

消滅した対象保険契約の消滅日また

は対象保険契約に該当しなくなった

日の属する月の翌月１日 

 

＜後略＞ 

 

第 35条 （対象保険契約に保険契約者代理特約が付加されている場合の取扱

い） 

1. 対象保険契約に保険契約者代理特約（以下、本条において「代理特約」とい

います。）が付加されている場合において、代理特約第２条第１項各号に定

めるいずれかの事情があるために、会員が以下の各号の手続きを行うことが

できないときは、同項に規定する保険契約者代理人（以下、「保険契約者代

理人」といいます。）は、会員の代理人として当該手続きを行うことができ

ます。  

(1) 本契約の解約の申し入れ  

(2) 指定カードの変更  

(3) 指定口座の変更 

(4) 利用料の支払方法の変更 

第 35条 （対象保険契約に保険契約者代理特約が付加されている場合の取扱

い） 

1. 対象保険契約に保険契約者代理特約（以下、本条において「代理特約」とい

います。）が付加されている場合において、代理特約第２条第１項各号に定

めるいずれかの事情があるために、会員が以下の各号の手続きを行うことが

できないときは、同項に規定する保険契約者代理人（以下、「保険契約者代

理人」といいます。）は、会員の代理人として当該手続きを行うことができ

ます。  

(1) 本契約の解約の申し入れ  

(2) 指定カードの変更  

 

 



変更後 変更前 

 

＜中略＞ 

 

3. 対象保険契約に代理特約が付加されている場合、会員が代理特約第３条各号

に定める支払いを受けたときは、会員は、以下の各号の手続きをするに際し

て保険契約者代理人の同意を得ることを要します。ただし、同意を得られな

い特別な事情があると当社が認めたときを除きます。 

(1) 本契約の解約の申し入れ 

(2) 指定カードの変更 

(3) 指定口座の変更 

(4) 利用料の支払方法の変更 

(5) 本契約の復活 

 

＜後略＞ 

 

 

＜中略＞ 

 

3. 対象保険契約に代理特約が付加されている場合、会員が代理特約第３条各号

に定める支払いを受けたときは、会員は、以下の各号の手続きをするに際し

て保険契約者代理人の同意を得ることを要します。ただし、同意を得られな

い特別な事情があると当社が認めたときを除きます。 

(1) 本契約の解約の申し入れ 

(2) 指定カードの変更 

(3) 本契約の復活 

 

 

 

＜後略＞ 

 

第 37条 （プラン変更に関する特則） 

 

＜中略＞ 

 

7. 第２項から第４項までの規定にかかわらず、会員は、以下の各号に定める期

間を経過するまでは、第 1項の場合を除き、プランの変更を申し込むことが

できません。 

(1) 本契約の会員年度開始日から起算して 12か月 

ただし、以下のアまたはイに該当する場合を除く。 

ｱ. Vitality健康プログラム（標準プラン）の会員であり、かつ、その

会員年度開始日が 2021年 7月 1日以前または Vitality健康プログ

ラム（標準プラン）の申込日が同年 6月 22日以前である者が、第３

第 37条 （プラン変更に関する特則） 

 

＜中略＞ 

 

7. 第２項から第４項までの規定にかかわらず、会員は、以下の各号に定める期

間を経過するまでは、第 1項の場合を除き、プランの変更を申し込むことが

できません。 

(1) 本契約の会員年度開始日から起算して 12ヶ月 

ただし、以下のアまたはイに該当する場合を除く。 

ｱ. Vitality健康プログラム（標準プラン）の会員であり、かつ、その

会員年度開始日が 2021年 7月 1日以前または Vitality健康プログ

ラム（標準プラン）の申込日が同年 6月 22日以前である者が、第３



変更後 変更前 

項の規定に基づきプランを変更する場合 

ｲ. Vitality健康プログラム（標準プラン）または Vitality健康プログ

ラム（家族プラン）の会員であり、かつ、その会員年度開始日が

2022年 4月 1日以前または Vitality健康プログラム（標準プラ

ン）もしくは Vitality健康プログラム（家族プラン）の申込日が同

年 3月 22日以前である者が、第４項の規定に基づきプランを変更す

る場合 

(2) 直前のプラン変更日から起算して 12か月 

ただし、第 3項の規定に基づいて Vitality健康プログラム（標準プラ

ン）から Vitality健康プログラム（家族プラン）へ変更した会員であっ

て、そのプラン変更の日が 2022年 4月 1日以前である者が、第４項の規

定に基づき Vitality健康プログラム（ライトプラン）へ変更する場合を

除く。 

 

＜後略＞ 

 

項の規定に基づきプランを変更する場合 

ｲ. Vitality健康プログラム（標準プラン）または Vitality健康プログ

ラム（家族プラン）の会員であり、かつ、その会員年度開始日が

2022年 4月 1日以前または Vitality健康プログラム（標準プラ

ン）もしくは Vitality健康プログラム（家族プラン）の申込日が同

年 3月 22日以前である者が、第４項の規定に基づきプランを変更す

る場合 

(2) 直前のプラン変更日から起算して 12ヶ月 

ただし、第 3項の規定に基づいて Vitality健康プログラム（標準プラ

ン）から Vitality健康プログラム（家族プラン）へ変更した会員であっ

て、そのプラン変更の日が 2022年 4月 1日以前である者が、第４項の規

定に基づき Vitality健康プログラム（ライトプラン）へ変更する場合を

除く。 

 

＜後略＞ 

 

第 38条 （本契約の申込みの時点において単品型 Vitality健康プログラム契約

（有償版）が締結されている場合の特則） 

 

＜中略＞ 

 

4. 当社が第２項の承諾をした場合における以下の各号の規定の適用について

は、それぞれ当該各号に定めるところによります。 

 

＜中略＞ 

 

(6) 第 37条（プラン変更に関する特則）第７項第１号 

第 38条 （本契約の申込みの時点において単品型 Vitality健康プログラム契約

（有償版）が締結されている場合の特則） 

 

＜中略＞ 

 

4. 当社が第２項の承諾をした場合における以下の各号の規定の適用について

は、それぞれ当該各号に定めるところによります。 

 

＜中略＞ 

 

(6) 第 37条（プラン変更に関する特則）第７項第１号 



変更後 変更前 

7. 第２項から第４項までの規定にかかわらず、会員は、以下の各号に定める

期間を経過するまでは、第１項の場合を除き、プランの変更を申し込む

ことができません。 

(1) 本契約と同時に申し込まれた対象保険契約の契約日（本契約と同時

に申し込まれた保障一括見直しによって対象保険契約以外の保険契

約が対象保険契約となった場合には、保障一括見直日）から起算し

て 12か月 

7. 第２項から第４項までの規定にかかわらず、会員は、以下の各号に定める

期間を経過するまでは、第１項の場合を除き、プランの変更を申し込む

ことができません。 

(1) 本契約と同時に申し込まれた対象保険契約の契約日（本契約と同時

に申し込まれた保障一括見直しによって対象保険契約以外の保険契

約が対象保険契約となった場合には、保障一括見直日）から起算し

て 12ヶ月 

（最終更新日：2024年 9月 25日） （最終更新日：2023年 3月 23日） 

 


